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令和６年度低所得世帯支援給付金（新たな住民税均等割非課
税世帯と住民税均等割のみ課税世帯分）のお知らせ
　越生町では、物価高騰の影響を受けた低所得世帯を支援するため、令和６年度新たに住民税均等割
非課税となった世帯と住民税均等割のみ課税となった世帯に対して、１世帯あたり１０万円を支給し
ます。

対象世帯
令和６年６月３日に越生町に住所がある方で、令和６年度新たに
　・住民税均等割非課税となった世帯	
　・住民税均等割のみ課税となった世帯
　※対象とならない世帯
　・令和５年度同給付金の対象世帯（令和５年度住民税均等割非課税世帯及び住民税均等割のみ課税

世帯の支給対象となっていた世帯）
　・令和６年度住民税所得割が課税されている方がいる世帯
　・令和６年度住民税均等割が課税されている方の扶養親族等のみで構成されている世帯
　・所得があるにもかかわらず未申告である方がいる世帯
　・他の自治体から同様の給付金を受給されている方がいる世帯
給付金の額
　１世帯あたり１０万円
申請方法
　対象の世帯については、8月上旬に「確認書」を送付します。「確認書」の記載内容をご確認いただき、
必要事項を記入のうえ提出してください。
確認書提出期限
　１０月３１日（木）
※本給付金の対象世帯にもかかわらず確認書が届かない場合や、ご不明な点は、お問い合わせください。

あ健康福祉課　福祉担当
　う内線１１１・１１２・１１３

「熱中症特別警戒情報」が新設されました
　熱中症特別警戒情報（熱中症特別警戒アラート）は、広域的に過去に例のない危険な暑さ等により、
熱中症救急搬送者数の大量発生を招き、医療の提供に支障が生じるようなおそれがある場合に発表さ
れます。具体的には、都道府県内の全ての暑さ指数情報提供地点において暑さ指数 35以上となる時な
どが該当します。運用期間は令和６年４月 24日（水）から令和 6年 10 月 23 日（水）までです。熱
中症特別警戒情報（熱中症特別警戒アラート）が発表された際には、防災行政無線及びホームページ
等でお知らせいたします。

指定暑熱避難施設（クーリングシェルター）をご利用ください
　熱中症特別警戒情報が発表された際は、なるべく外出を控え、冷房が入った室内で過ごしていただ
くことが望ましいですが、やむを得ない外出やお出かけの際に、冷房の入った涼しい室内でひと休み
する場所として、下記の指定暑熱避難施設（クーリングシェルター）を開放いたします。
≪暑熱避難施設（クーリングシェルター）指定施設≫

施設の名称 場所 所在地 開放可能日 時間 受入れ可能人数

１ 保健センター ロビー 越生 917 土・日曜日
祝日以外

午前 8時 30分～
午後５時 15分 10人

２ 中央公民館 1階
ロビー 越生 917 全日 午前 8時 30分～

午後９時 10人

3 やまぶき公民館 1階
ロビー 越生東 3-5-2 全日 午前 8時 30分～

午後９時 10人

4 梅園コミュニティ館 図書館
分館 小杉 553 全日 午前９時～

午後４時 5人

5 ウエルシア越生店 ウエル
カフェ 越生東 2-6-2 全日 午前９時～

午後６時 12人

6 ウエルシア薬局越生店 調剤薬局
待合室 越生東 2-6-2 日曜日

祝日以外
午前９時～午後１時 30分
午後２時 30分～午後７時

※土曜日は午前 9時～午後２時
3人

あ保健センター　う 292-5505
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あ総務課　地域支援・防災安全担当　　う内線２１７

１１月３０日（いいみらい）は
「年金の日」です

「敬老会」の開催について新・増築建物の家屋調査にご協力ください

川越年金事務所での予約相談
をご利用ください

　ご自身の年金記録や年金額を確認し、将来の
生活設計について考えてみませんか。「ねんきん
ネット」をご利用いただくと、パソコンやスマー
トフォンからいつでもご自身の年金記録を確認
できるほか、ご自身の年金記録からさまざまな
条件を設定した上で、年金額の試算をすること
もできます。
　「ねんきんネット」の詳しいご利用方法につい
ては、日本年金機構ホームページをご覧くださ
い。
あねんきん加入者ダイヤル
あ日本年金機構ホームページ
　（ねんきんネット）
　う０５７０-００３-００４
あ町民課　国保年金担当　
　う内線１２３

開催日
　９月 15日（日）		第一部　午前１０時から
　　　　　　　　　第二部　午後２時から
　※行政区毎に二部に分けて開催します。

会場
　越生町中央公民館　視聴覚ホール

対象　
　75歳以上の方

※事前に民生委員の方が敬老祝品の配布に伺い
ます。

※敬老会の詳しい内容は「９月号」でお知らせ
します。

あ健康福祉課　高齢者介護担当
　う内線115・116

　町では、家屋の固定資産税評価額算定のため、
令和６年１月２日以降に家屋や車庫など新築及
び増築された建物を対象に家屋調査を実施して
います。少ない面積の増築をした場合も、調査
の対象となることがありますので、お問い合わ
せください。
　調査にあたっては、税務課職員が日程をご連
絡してからお伺いします。事前に日時を指定し
たい場合は、担当までご連絡をお願いします。
なお、家屋を取り壊した場合もご連絡をお願い
します。

※調査員（税務課職員）は、固定資産評価補助
員証を携帯しています。不審と思われるとき
はお知らせください。

あ税務課　課税担当
　う内線１３３

　日本年金機構川越年金事務所では、年金のご
相談・お手続きの相談窓口の混雑解消のため、
予約されたお客様を優先に相談を行っています。
予約をせずに窓口へ行かれますと、長時間お待
ちいただく場合があります。年金のご相談・お
手続きの際は、基礎年金番号がわかる年金手帳
や年金証書をご準備の上、必ず下記の「予約受
付専用電話」で事前にご予約ください。

あ予約受付専用電話
　う０５７０-０５-４８９０
予約受付番号受付時間
月～金（平日）午前８時 30分～午後５時 15分

ねんきんネットQR
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